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介護員（ホームヘルパー）が在宅で身の回りのお手伝いをいたします！
身体上または精神上の障害があって日常生活を営むのに支援の必要があるお年寄りの家庭を
専任の介護員が訪問して日常生活のお世話をしお年寄りの在宅での生活を支援します。

こんな時にご利用ください！
★　介護の方法がわからない
★　介護に疲れてしまった
★　１人暮らしで介護をしてくれる人がいない
★　お話相手や家事の手助けがほしい
★　休養で介護ができない
★　お買物や通院、外出ができない

訪問介護員がご自宅を
訪問して、お年寄りの食事や
排泄などの介護、調理や洗濯
など、日常生活で必要とされる
サービスの提供を行います。

★サービス内容★

★身体介護サービス★

★生活支援サービス★

食事介助　　下善、食事量チェック、水分補給
入浴介助　　入浴準備、手浴、足浴、洗髪、浴後清掃
排泄介助　　ポータブル便器介助、オムツ交換、尿器、便器介助、ベット上排泄
　　　　　　　　尿便排泄後後始末、陰部臀部清拭
清潔援助　　入浴介助、清拭、洗面介助、洗髪、寝衣交換、シーツ交換、布団干し
　　　　　　　　口腔ケアー、爪切り、髭剃りの介助、衣類の交換、義歯洗浄
移動介助　　トイレ誘導、車椅子、歩行、座位移動介助、体位交換
健康管理　　通院介助、薬の受理・整理、服薬介助、床ずれ予防

買い物　　　　日用品、食材などの購入
調　理　　　　献立作成、温め、きざみ、盛り付け、配膳、後片付け
掃　除　　　　住居の清掃。換気、室温調整、後片付け、食器洗い
洗　濯　　　　衣類の洗濯、干す作業、洗濯物の取り込み、整理
　

★ご利用いただける方★
●　介護保険要介護認定において、要支援あるいは要介護1～5のいずれかの認定を受けた方。
●　要介護認定の結果がまだ出ていないが、要介護認定の申請を済ました方。
　　　（自立判定が出た場合は、それまで使ったサービス料金は全額自己負担となります。）
●　介護保険認定を受けていない方、自立判定（非該当）の認定を受けた方は、全額自己負担
　　　にてサービスを利用いただくことが可能です。

⇒　お問い合わせ

ヘルパーステーション『虹の橋』
〒770-0052徳島市佐古2番町5-22

電話番号088-678-3630　ＦＡＸ番号088-654-5117


